
徳島県浄化槽法定検査実施要領

（目 的）

第１条 この要領は、浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第７条に基づく「設置後等の水質検査」（以下

「７条検査」という。）及び第１１条に基づく「定期検査」（以下「１１条検査」という。）の実施に関す

る事項を定めるものとする。

（検査項目及び判定等）

第２条 検査の項目及び方法等は、「浄化槽法第７条及び第１１条に基づく浄化槽の水質に関する検査の項

目、方法その他必要な事項について」（平成７年６月２０日付け衛浄第３３号厚生省生活衛生局水道環境

部長通知）、「浄化槽法第７条及び第１１条に基づく浄化槽の水質に関する検査の検査内容及び方法、検査

票、検査結果の判定について」（平成１４年２月７日付け環廃対発第１０４号環境省廃棄物対策課浄化槽

対策室長通知）及び「浄化槽法第７条及び第１１条に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その

他必要な事項」（平成１９年８月２９日付け環境省告示第６４号）による。

２ 窒素除去性能を有する高度処理型浄化槽（地下浸透方式による場合に限る）については、毎年１回放流

水の窒素濃度を検査するものとする。

（受検手続）

第３条 浄化槽管理者は、７条検査に係る手続きを当該浄化槽を設置する浄化槽工事業者に委託することが

できる。

２ 浄化槽管理者は、１１条検査に係る手続きを当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う業者に委託すること

ができる。

（検査の受託及び検査日の通知）

第４条 指定検査機関は、７条検査又は１１条検査の依頼を受けたときは、浄化槽管理者に検査予定日を通

知しなければならない。

（検査の実施）

第５条 指定検査機関は、法定検査を当該指定検査機関の検査員に実施させるものとする。ただし、指定検

査機関が、法第１１条検査の一部を浄化槽保守点検業者に委託する場合にあっては、検査を適正に実施す

ることができるとして指定検査機関の認定を受けた者（以下「特別認定管理士」という。）に実施させる

ことができる。

２ 検査は、概ね午前８時３０分から午後５時までの間に、原則として浄化槽管理者の立会いを得て実施す

るものとする。

（身分証の提示）

第６条 検査を行う者は、検査員にあっては別記様式による身分証を、特別認定管理士にあっては指定検査

機関が交付する身分証明書を携帯し、浄化槽の管理者その他の関係者から求められたときは、これを提示

するものとする。



附 則

（施行期日）

１ この要領は、昭和６２年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要領は、平成９年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要領は、平成１１年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要領は、平成１８年２月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要領は、平成２５年１０月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要領は、平成２６年４月１日から施行する。
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